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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
回次

第18期
第１四半期
連結累計期間

第19期
第１四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 879,290 5,219,008 12,941,549

経常損失(△) (千円) △1,597,439 △554,975 △6,684,158

親会社株主に帰属する
四半期純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △1,877,748 412,733 △5,416,574

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △1,877,027 409,140 △5,422,056

純資産額 (千円) 5,508,276 5,990,833 5,565,018

総資産額 (千円) 24,527,783 24,833,134 26,142,802

１株当たり四半期純利益
又は四半期(当期)純損失(△)

(円) △160.37 26.40 △419.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― 19.00 ―

自己資本比率 (％) 22.4 24.1 21.3
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．前第１四半期連結累計期間及び第18期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株

式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失が計上されているため、記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　なお、当社は2021年４月１日付で当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社であった株式会社エスクリマネ

ジメントパートナーズを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、前事業

年度において重要な営業損失を計上しており、現在においても収束時期が見込めないことから、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しておりますが、資金調達等の対応策の実施により、継続企業の前提

に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

　　

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症再拡大により、一部地域において

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令され、人流を抑えるために経済活動の抑制が継続されており、先行

きの不透明な状況が続いております。

このような環境のなか、当社グループは、ブライダルマーケットにおけるシェア拡大戦略を展開すべく、施設の

スタイルにこだわらず、東京23区及び政令指定都市を中心とした利便性の高い場所で挙式・披露宴を運営する当社

のほか、店舗・オフィスの設計施工、建築用コンテナの企画・販売・施工、建材・古材の販売など建築不動産に関

するソリューションを提供し、またグループ内施設の内装工事を担う株式会社渋谷を主軸にグループ経営を推進す

る体制を強化し、連結業績の最大化に向け継続して取り組んでおります。

第１四半期連結累計期間は、ブライダル関連事業において、新型コロナウイルス感染症再拡大に伴い、2021年４

月に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されたことを受け、対象地域においては政府・自治体からの制

限要請（酒類提供の禁止、収容人数制限等）に基づきながら挙式・披露宴を実施してまいりました。施設の臨時休

業を余儀なくされた前年同期と比較して施行件数が増加したことにより、売上高が増加し、コストコントロールを

進めた結果、損失幅は縮小したものの、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準には及ばない状況であります。

また、建築不動産関連事業においては、工事が進捗していることに加え、不動産の販売もあり、増収となりまし

た。

その結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高5,219百万円（前年同四半期比493.5％増）、営業損

失590百万円（前年同四半期は1,585百万円の損失）、経常損失554百万円（前年同四半期は1,597百万円の損失）、

親会社株主に帰属する四半期純利益412百万円（前年同四半期は1,877百万円の損失）となりました。なお、「収益

認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等の適用に

より、売上高は165百万円減少し、営業利益、経常利益はそれぞれ24百万円減少しております。

 
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

 
（ブライダル関連事業）

新型コロナウイルス感染症再拡大に伴い、2021年４月に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令された

ことを受け、対象地域においては政府・自治体からの制限要請（酒類提供の禁止、収容人数制限等）に基づきな

がら挙式・披露宴を実施してまいりました。新型コロナウイルス感染症拡大前の水準には至らなかったものの、

前年同期と比較して施行件数が増加したことにより、昨年同期比では増収となり、ブライダル関連事業の売上高

は4,224百万円（前年同四半期比828.1％増）、セグメント損失は357百万円（前年同四半期は1,420百万円の損

失）となりました。

（建築不動産関連事業）

工事が進捗していることに加え、不動産の販売もあり、前年同期と比較して増収となり、建築不動産関連事業

の売上高は994百万円（前年同四半期比134.5％増）、セグメント利益は11百万円（前年同四半期は69百万円の損

失）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は165百万円減少し、営業利益は24百万円

減少しております。
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当第１四半期連結会計期間末における資産総額は24,833百万円となり、前連結会計年度より1,309百万円減少して

おります。これは主に、現金及び預金が2,762百万円減少したこと、長期繰延税金資産が984百万円増加したこと等

によるものであります。負債総額は18,842百万円となり、前連結会計年度より1,735百万円減少しております。これ

は主に、前受金が2,842百万円減少したこと、契約負債が2,737百万円増加したこと、長期借入金が536百万円減少し

たこと等によるものであります。純資産は5,990百万円となり、前連結会計年度より425百万円増加しております。

これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益412百万円を計上したこと等によるものであります。収益認識会計

基準等の適用により、利益剰余金の期首残高が16百万円増加したこと等により純資産が増加しております。

 
（2）その他

上記（1）財政状態及び経営成績の状況に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間は、ブライダル関連事業にお

いて、新型コロナウイルス感染症再拡大の影響があるものの、予定されていた挙式・披露宴の多くが実施され、前

年同期比較で売上高が増加しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大前の売上高の水準には至ら

ず、営業損失を計上しております。

このような不透明な事業環境下において、当社では、業績を回復・改善させるには一定期間を要するものと見込

んでおり、以下の対応策を図ることとします。

 
　（新型コロナウイルス感染症拡大におけるブライダル関連事業の施策）

結婚式ライブ配信サービスの開始や、「ESCRIT NEW STANDARD」として弊社独自の感染症対策への取組みを策定

し、各施設における従業員の体調管理、衛生対策、配席の工夫、換気等を徹底しております。これらに加え、ソー

シャルディスタンス用パーテーション・空調抗菌フィルター、サーモカメラの導入等を行い、顧客に不安のない挙

式・披露宴を開催できる環境を整えております。

 
　（コスト削減）

業務効率化等によるコスト削減を引続き行っていくこと、不動産オーナーへの賃料の減額交渉、雇用調整助成金

の申請等の対応を行ってまいります。

 
　（資金調達）

新型コロナウイルス感染拡大による影響の長期化に備えて組成したシンジケート方式によるコミットメントラ

イン6,000百万円を１年間契約延長し、引き続き安定した資金調達枠を確保しております。

 
(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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(5）施行、受注及び販売の実績

①施行実績

当第１四半期連結累計期間の挙式・披露宴施行件数の実績は、次のとおりであります。

区分 施行件数（組） 前年同四半期比（％）

ブライダル関連事業 1,485件 1217.2
 

 

②受注状況

当第１四半期連結累計期間の受注件数及び残高の状況は、次のとおりであります。　

区分 受注件数(組)
前年同四半期比

(％)
受注件数残高(組)

前年同四半期比
(％)

ブライダル関連事業 1,462 256.5 5,036 86.4
 

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 45,648,000

Ａ種種類株式 3,000

計 45,648,000
 

(注) 当社の各種類株式の発行可能株式総数の合計は45,651,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数

45,648,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要

求されておりません。

 
② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,786,500 13,786,500
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、
株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であ
ります。
また、１単元の株式数は
100株であります。

Ａ種種類株式 3,000 3,000 非上場
(注)２
１単元の株式数は１株で
あります。

計 13,789,500 13,789,500 ― ―
 

(注) １．「提出日現在発行数」欄には、2021年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

２．Ａ種種類株式の内容は以下のとおりです。

　１．剰余金の配当

　(１)Ａ種優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の

基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する

株主（以下「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主とあわせ

て、以下「Ａ種種類株主等」という。）に対し、下記９.(１)に定める支払順位に従い、Ａ種種類株式１

株につき、下記(２)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種類株式１株当たり

に支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種

類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は

切り捨てる。

　(２)Ａ種優先配当金の金額

Ａ種優先配当金の額は、配当基準日が2023年３月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000

円（以下「払込金額相当額」という。）に7.5％を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2023

年４月１日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に10.0％を乗じて算出した額の金銭

について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が2021年３月末日に終了す

る事業年度に属する場合は、2021年３月31日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同日を含む。）

までの期間の実日数（但し、当該配当基準日が2021年３月末日に終了する事業年度に属する場合、かか

る実日数から１日を減算する。）につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366

日）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数

第２位を四捨五入する。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日

を基準日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るＡ種優先配当金

の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

　(３)非参加条項

当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（下記(４)に定

める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社

法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割
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手続の中で行われる同法第763条第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余

金の配当についてはこの限りではない。

　(４)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当

（当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本(４)に従い累積したＡ種累積未払配

当金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の

額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(２)に

従い計算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(２)但書の規定は適用

されないものとして計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度（以下、

本(４)において「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積

額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本(４)において「不足事業年度定時株主総会」とい

う。）の翌日（同日を含む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配当される日（同日を含む。）ま

での間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率10.0％の利率で、１年毎（但し、

１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度の翌事業年度の末日（同

日を含む。）までとする。）の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算

は、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割計算により行うものと

し、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。本(４)に従

い累積する金額（以下「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）については、下記９.(１)に定める支払

順位に従い、Ａ種種類株主等に対して配当する。

　２．残余財産の分配

　(１)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、下記９.(２)に定める支払順位に従い、

Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び下記(３)に定める日割未

払優先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本(１)に

おいては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日（同日を含

む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配

当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われなかったものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計

算する。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金

額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

　(２)非参加条項

Ａ種種類株主等に対しては、上記(１)のほか、残余財産の分配は行わない。

　(３)日割未払優先配当金額

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準

日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記１.(２)に従い計算されるＡ種優先配

当金相当額とする（以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金

額」という。）。

　３．議決権

　Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

　４．金銭を対価とする取得請求権

　(１)金銭対価取得請求権

Ａ種種類株主は、2021年４月１日以降いつでも、当会社に対して、下記(２)に定める金額（以下「取得

金額」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求す

ること（以下「金銭対価取得請求」という。）ができるものとし、金銭対価取得請求がなされた場合、

当会社は、当該金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価取得請求

の日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における分配可能額（会社法第461条第２項所定の分配可

能額をいう。以下同じ。）を限度として、法令の許容する範囲内において、取得金額を当該Ａ種種類株

主に対して交付するものとする。なお、金銭対価取得請求日における分配可能額を超えて金銭対価取得

請求が行われた場合、取得すべきＡ種種類株式の数は、金銭対価取得請求が行われたＡ種種類株式の数

に応じて按分比例した数とし、また、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、金

銭対価取得請求が行われなかったものとみなす。

　(２)取得金額

(a)基本取得金額

Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本取得金額」と

いう。）とする。

 
（基本取得金額算式）

基本取得金額＝Ａ種種類株式の１株当たりの払込金額×(１＋0.1)
m＋n/365

 
払込期日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を

「m年とn日」とする。

(b)控除価額

上記(a)にかかわらず、金銭対価取得請求日までの間に支払われたＡ種優先配当金（金銭対価取得請求

日までの間に支払われたＡ種累積未払配当金相当額を含み、以下「取得請求前支払済配当金」とい
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う。）が存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの取得金額は、次の算式に従って計算される控除

価額を上記(a)に定める基本取得金額から控除した額とする。なお、取得請求前支払済配当金が複数回

にわたって支払われた場合には、取得請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その

合計額を基本取得金額から控除する。

 
（控除価額算式）

控除価額＝取得請求前支払済配当金×(１＋0.1)
x+y/365

 
取得請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価取得請求日（同日を含む。）までの

期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

　(３)金銭対価取得請求受付場所

東京都港区西新橋二丁目14番１号興和西新橋ビルＢ棟

　(４)金銭対価取得請求の効力発生

金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(３)に記載する金銭対価取得請求受

付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

　５．普通株式を対価とする取得請求権

　(１)普通株式対価取得請求権

Ａ種種類株主は、2021年10月１日以降いつでも、当会社に対して、下記(２)に定める数の普通株式（以

下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得

することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」という。）ができるものとし、当会社は、当

該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、請求対象普通株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。

　(２)Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の

数に、上記４.(２)に従い計算される取得金額を乗じて得られる額を、下記(３)乃至(５)で定める取得価

額で除して得られる数とする。

なお、本(２)においては、取得金額の計算における「金銭対価取得請求日」を「普通株式対価取得請求

の効力発生日」と読み替えて、取得金額を計算する。

また、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に

満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に

定める金銭の交付は行わない。

　(３)当初取得価額

365円

　(４)取得価額の修正

取得価額は、2021年４月１日以降、毎年３月31日及び９月30日（当該日が取引日でない場合には、翌取

引日とする。以下「取得価額修正日」という。）において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引

日（以下、本(４)において「取得価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」という。）が発表する当会社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「VWAP」とい

う。）の平均値（なお、取得価額算定期間中に下記(５)に規定する事由が生じた場合、平均値は当該事

由を勘案して合理的に調整される。）の95％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。）（以下「修正後取得価額」という。）に修正される。但し、修正後取得価額

が183円（但し、下記(５)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(５)に準じて調整される。以

下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、「取

引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表され

ない日は含まないものとする。

　(５)取得価額の調整　

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。

なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て

前発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済

普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を

除く。）」とそれぞれ読み替える。

 
　調整後取得価額＝調整前取得価額×分割前発行済普通株式数÷分割後発行済普通株式数

 
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

 
　調整後取得価額＝調整前取得価額×併合前発行済普通株式数÷併合後発行済普通株式数

 
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が
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保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される

株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(５)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、合併、株式交換若

しくは会社分割により普通株式を交付する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をい

う。以下同じ。）の取締役その他の役員又は使用人に普通株式を交付する場合を除く。）、次の算

式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整式における「１

株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額と

する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以

降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）

の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお

ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が

保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替え

る。

 
調整後取得価額＝調整前取得価額×（発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数＋（新た

に発行する普通株式の数×１株当たり払込金額÷普通株式１株当たりの時価））÷（発行済普通株

式数－当会社が保有する普通株式の数＋新たに発行する普通株式の数）

 
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払

込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。）に、株式無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、

本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全て

が当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当た

り払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主

割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定

時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交

付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、

当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株

式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該

基準日。以下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株

予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株

予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される

額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予

約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌

日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が

上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される

新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたもの

とみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤によ

る取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業

員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用され

ないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はＡ種種類

株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその

他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可

能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取得
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価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ

れた場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当会

社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。以下同じ。）とする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越

されて、その後の調整の計算において斟酌される。

　(６)普通株式対価取得請求受付場所

東京都港区西新橋二丁目14番１号興和西新橋ビルＢ棟

　(７)普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(６)に記載する普通株式対

価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発

生する。

　(８)普通株式の交付方法

当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株主に対し

て、当該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保

有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

　６．金銭を対価とする取得条項

　(１)取得条項の内容

当会社は、2023年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」

という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面に

よる通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該金銭対価償還日における分配可能額を限度として、

法令の許容する範囲内において、下記(２)に定める金額（以下「償還価額」という。）の金銭を対価と

して、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得することができる（以下「金銭対価償還」という。）。

Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によっ

て、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。

　(２)償還価額

(a)基本償還価額

Ａ種種類株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」と

いう。）とする。

 
（基本償還価額計算式）

基本償還価額＝Ａ種種類株式の１株当たりの払込金額×(１＋0.1)
m＋n/365

 
払込期日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m

年とn日」とする。

(b)控除価額

上記(a)にかかわらず、金銭対価償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金（金銭対価償還日まで

の間に支払われたＡ種累積未払配当金相当額を含み、以下「償還請求前支払済配当金」という。）が

存する場合には、Ａ種種類株式１株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される控除価額を上

記(a)に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわ

たって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計

額を基本償還価額から控除する。

 
（控除価額計算式）

控除価額＝償還請求前支払済配当金×(１＋0.1)
x+y/365

 
償還請求前支払済配当金の支払日（同日を含む。）から金銭対価償還日（同日を含む。）までの期間

に属する日の日数を「x年とy日」とする。

　７．自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当会社が株主総会の決議によってＡ種種類株主との合意により当該Ａ種種類株主の有するＡ種種類株式の

全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第２項及び第３項の規定を適用しないもの

とする。

　８．株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

　(１)当会社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

　(２)当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権

利を与えない。

　(３)当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

　９．優先順位

　(１)Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額

が第１順位、Ａ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。

　(２)Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産の分配を
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第１順位、普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。

　(３)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を

行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必

要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10．種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはありません。

11．議決権を有しないこととしている理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

   2021年４月１日～
   2021年６月30日

―

普通株式
13,786,500

Ａ種種類株式
3,000

― 50,000 ― 50,000

 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(2021年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2021年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種種類株式

3,000
― （１）株式の総数等に記載のとおり

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 277,900
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,504,000
 

 135,040
 

 完全議決権株式であり、株主と
しての権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式であ
ります。
 また、１単元の株式数は100株
となっております。 

単元未満株式 普通株式 4,600
 

― ―

発行済株式総数   13,789,500
 

― ―

総株主の議決権 ―  135,040
 

―
 

 

② 【自己株式等】

  2021年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エスクリ
東京都港区西新橋二丁目14番
１号　興和西新橋ビルＢ棟

277,900 ― 277,900 2.01

計 ― 277,900 ― 277,900 2.01
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

（注）2021年７月20日付の取締役会の決議により、次のとおり役職の異動がございました。

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役ＣＦＯ 取締役ＣＦＯ 管理本部長 吉瀬　格 2021年８月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2021年４月１日から2021年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,723,607 3,960,896

  受取手形及び売掛金 135,353 ―

  受取手形、売掛金及び契約資産 ― 761,989

  完成工事未収入金 724,319 269,950

  販売用不動産 420,645 382,975

  商品及び製品 269,122 275,818

  原材料及び貯蔵品 62,267 62,334

  未成工事支出金 57,958 439,130

  その他 962,038 1,226,846

  貸倒引当金 △38,829 △38,999

  流動資産合計 9,316,483 7,340,943

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,186,774 6,959,625

   その他 1,931,312 1,839,823

   有形固定資産合計 9,118,087 8,799,448

  無形固定資産 79,451 75,760

  投資その他の資産   

   敷金及び保証金 3,639,927 3,640,841

   繰延税金資産 3,673,003 4,657,769

   その他 344,847 348,197

   貸倒引当金 △28,999 △29,827

   投資その他の資産合計 7,628,780 8,616,980

  固定資産合計 16,826,319 17,492,190

 資産合計 26,142,802 24,833,134
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 803,846 740,553

  短期借入金 3,143,500 3,156,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,039,344 1,993,908

  未払金 850,523 560,363

  前受金 2,865,079 22,565

  契約負債 ─ 2,737,988

  未払法人税等 8,844 2,081

  その他 2,343,659 1,665,232

  流動負債合計 12,054,799 10,878,694

 固定負債   

  社債 270,000 270,000

  長期借入金 5,119,692 4,583,660

  資産除去債務 2,562,926 2,563,836

  その他 570,366 546,109

  固定負債合計 8,522,984 7,963,606

 負債合計 20,577,784 18,842,301

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 50,000 50,000

  資本剰余金 4,725,678 4,725,678

  利益剰余金 989,502 1,418,927

  自己株式 △192,485 △192,485

  株主資本合計 5,572,695 6,002,120

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,584 419

  為替換算調整勘定 △12,876 △14,303

  その他の包括利益累計額合計 △10,291 △13,883

 新株予約権 2,614 2,596

 純資産合計 5,565,018 5,990,833

負債純資産合計 26,142,802 24,833,134
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 879,290 5,219,008

売上原価 731,436 2,554,969

売上総利益 147,854 2,664,039

販売費及び一般管理費 1,733,613 3,254,600

営業損失(△) △1,585,759 △590,561

営業外収益   

 業務受託料 4,264 4,264

 雇用調整助成金 ─ 101,914

 その他 3,925 25,666

 営業外収益合計 8,189 131,844

営業外費用   

 支払利息 16,355 19,663

 金融手数料 1,243 68,551

 その他 2,270 8,042

 営業外費用合計 19,869 96,258

経常損失(△) △1,597,439 △554,975

特別利益   

 新株予約権戻入益 ─ 18

 雇用調整助成金 581,572 ─

 特別利益合計 581,572 18

特別損失   

 新型コロナウイルス感染症による損失 ※  1,647,468 ─

 特別損失合計 1,647,468 ─

税金等調整前四半期純損失(△) △2,663,334 △554,957

法人税、住民税及び事業税 12,074 25,161

法人税等調整額 △797,660 △992,852

法人税等合計 △785,586 △967,690

四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,877,748 412,733

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

△1,877,748 412,733
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,877,748 412,733

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,937 △2,165

 為替換算調整勘定 △1,216 △1,427

 その他の包括利益合計 720 △3,592

四半期包括利益 △1,877,027 409,140

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,877,027 409,140
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法の範囲の変更)

連結子会社でありました株式会社エスクリマネジメントパートナーズは、2021年４月１日付で当社を存続会社

とする吸収合併により消滅したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

 
(会計方針の変更)

１.（収益認識に関する会計基準等）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

ブライダルサービスの提供による収益は、挙式披露宴サービスを提供した時点で履行義務が充足されることか

ら、挙式施行時に収益を認識しております。

建築サービスの提供による収益は、施工中の物件等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、完了

した作業に対する支払を受ける強制可能な権利を有します。そのため、工事の進捗によって履行義務が充足され

ていくものと判断しており、完成までに要する進捗度を合理的に測定できる場合には、原価比例法（期末日にお

ける見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額）で収益を認識しており、合理的に測定できない

場合は、発生した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しております。また、工期が

ごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収

益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われ

た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額

を当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は165百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ24百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は16百万円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示

することとしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」のうちほとんどが契約負債となり、当第１

四半期連結会計期間より「契約負債」として表示することとしました。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020

年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

２.（時価の算定に関する会計基準等）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

 
(追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

当第１四半期連結累計期間において、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行

うにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定に重要な

変更はありません。
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（財務制限条項）

(1）長期借入金のうち180,000千円（2015年３月25日付金銭消費貸借契約）には、下記の財務制限条項が付されてお

ります。

① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の連結貸借対照表におけ

る純資産の金額の75％以上に維持すること。

② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末又は2014年３月期末の貸借対照表

における純資産の金額の75％以上に維持すること。

③ 各連結会計年度及び事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を２期連

続で損失としないこと。

　なお、①②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密

な関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。

 
(2）長期借入金のうち287,500千円（2020年３月31日付金銭消費貸借契約）には、下記の財務制限条項が付されてお

ります。

① 各事業年度の末日において、損益計算書における経常損益を２期連続で損失としないこと。

② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金

額の75％以上に維持すること。

　なお、②については、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な

関係を維持しており継続的な支援を得ているため、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けておりません。

 
(3）短期借入金のうち1,506,000千円（2020年７月15日付コミットメントライン契約）には、下記の財務制限条項が

付されております。

① 2021年３月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
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(四半期連結貸借対照表関係)

当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約

等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

当座貸越極度額及び
コミットメントライン契約等の総額

8,300,000千円 8,000,000千円

借入実行残高 2,806,000千円 2,506,000千円

差引額 5,494,000千円 5,494,000千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※新型コロナウイルス感染症による損失

緊急事態宣言を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当社グループ店舗を臨時休業した

ことにより発生した固定費等（人件費、地代家賃、減価償却費等）であります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

減価償却費 ※ 392,617千円 330,127千円

のれんの償却額　※ 231千円 ―
 

(注)前第１四半期連結累計期間の減価償却費及びのれんの償却額には、四半期連結損益計算書の新型コロナウ

イルス感染症による損失に計上した減価償却費198,738千円、のれんの償却額105千円を含めております。

 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日　至 2020年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
　（千円）

配当の原資
１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

2020年５月29日
取締役会

普通株式 93,668 利益剰余金 8.00 2020年３月31日 2020年６月16日
 

 

当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年６月30日）

配当金支払額

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ブライダル関連 建築不動産関連 計

売上高      

外部顧客への売上高 455,153 424,137 879,290 ― 879,290

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 115,382 115,382 △115,382 ―

計 455,153 539,519 994,673 △115,382 879,290

セグメント損失（△） △1,420,428 △69,278 △1,489,707 △96,051 △1,585,759
 

(注)１．セグメント損失（△）の調整額△96,051千円には、セグメント間の未実現利益の調整額3,850千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△99,901千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ブライダル関連 建築不動産関連 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,224,457 994,551 5,219,008 ― 5,219,008

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 3,191 3,191 △3,191 ―

計 4,224,457 997,742 5,222,199 △3,191 5,219,008

セグメント利益
又は損失（△）

△357,477 11,817 △345,660 △244,900 △590,561
 

(注)１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△244,900千円には、セグメント間の未実現利益の調整額4,342千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△249,242千円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更して

おります。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「建築不動産関連」の売上高は165

百万円減少、セグメント利益は24百万円減少しております。
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(企業結合等関係)

（連結子会社の吸収合併）

当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社エスクリマネジメントパート

ナーズを吸収合併することを決議し、2021年４月１日に吸収合併いたしました。

 
(1)取引の概要

①結合当事企業の名称及び事業の内容

　結合当事企業の名称　　株式会社エスクリマネジメントパートナーズ

　事業の内容　　　　　　挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

②企業結合日

　2021年４月１日

③企業結合の法的形式

　当社を存続会社とし、株式会社エスクリマネジメントパートナーズを消滅会社とする吸収合併

④結合後企業の名称

　株式会社エスクリ

⑤その他取引の概要に関する事項

　株式会社エスクリマネジメントパートナーズは当社の100％子会社であり、地方都市においてブライダル事業を

展開しておりますが、この度、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に対応し、グループ内における経営の効率化をよ

り一層進めるため、同社を吸収合併することといたしました。

 
(2)実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引と

して会計処理を実施しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

  (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
ブライダル関連 建築不動産関連

一定の期間にわたり移転される財又はサービス ― 585,363 585,363

一時点で移転される財又はサービス 4,026,939 394,327 4,421,267

顧客との契約から生じる収益 4,026,939 979,690 5,006,630

その他の収益 197,517 14,860 212,378

外部顧客への売上高 4,224,457 994,551 5,219,008
 

(注) 契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約につい

ては代替的な取扱いを適用し、一時点で移転される財又はサービスの金額に含めて記載しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益又は
   １株当たり四半期純損失(△)

△160円37銭 26円40銭

  (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△1,877,748 412,733

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― 56,095

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損
失(△)(千円)

△1,877,748 356,637

    普通株式の期中平均株式数(株) 11,708,568 13,508,568

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 19円00銭

  (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(千円)

― 56,095

普通株式増加数(株) ― 8,219,244

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

―

2011年６月24日取締役会決議

に基づく第７回新株予約権に

ついては、2021年６月23日を

もって権利行使期間満了によ

り失効しております。
 

(注)前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2021年８月13日
 

株式会社エスクリ

取締役会 御中
 

有限責任監査法人 トーマツ   
　　　　東　京　事　務　所   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中   川   正   行 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 萬         政   広 印

 

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスクリ

の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2021年4月1日から2021年6月30日ま

で）及び第1四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスクリ及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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